
３．中小企業経営改善資金

（１）融資条件等
県内で、保証対象事業を行っている中小企業者で、次のいずれかに該当するもの。

（２）融資条件等

保証料率Ｃ （年０．７５％以内）
セーフティネット保証適用時　年０．７０％

国又は県指定の再生手続開始申立等企業者に対する回収不能な債権が50万円以上ある
か、または、取引額が全取引額の20％以上で回収困難な債権があることについて市町村
長が認定したもの。
※「再生手続開始申立等企業」とは、破産、再生手続開始、更生手続開始、整理開始
　又は特別清算開始の申立て等を行った企業で経済産業大臣または知事が指定したもの
　をいいます。
※国指定の再生手続開始申立等企業に対する認定の場合、セーフティネット保証が適用
　されます。

①特定中小企業
者

保証人については、必要に応じて徴求する。ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原
則徴求しない。「経営者保証に関するガイドライン」に該当する場合、または保証料上
乗せを行う場合に経営者を保証人としないことができる。担保については、必要に応じ
て徴求する。

②破綻金融機
関関連中小企業
者

破綻金融機関と金融取引を行っている（借入金がある）ことについて市町村長が認定し
たもの。
※セーフティネット保証が適用されます。

原則として毎月均等返済

保証料率

①特定中小企業者
②破綻金融機関関連中小企業者

③再建中小企業者
④再生支援中小企業者

⑤特定取引中小企業者

特別利率Ｅ （７年まで年１．６０％ 　　　１０年まで年１．８０％）

特定中小企業者の保証料率に係る特例措置（当面の間)
　　保証料率Ｄ （年０．２５％）
　　セーフティネット保証適用時年　０．２５％

中小企業再生支援協議会が当該企業の経営再建計画の策定を支援する（第二次対応を行
う）ことを決定したもの。
※「中小企業再生支援協議会」は大分県商工会連合会内に設置されています。

売上の減少等の理由により、再生手続開始申立等のおそれのある中小企業者であって、
商工調停士が再建の見込みがあると推薦したもの。
※商工調停士は大分商工会議所及び大分県商工会連合会内に設置されています。

④再生支援中小
企業者

③再建中小企業
者

⑤特定取引中小
企業者

再生手続開始申立等を行った後も事業を継続している小規模事業者に対し、取引量の増
大や取引条件の改善を行った実績を有し、向こう２年以上の将来にわたって、それと同
等以上の取引関係を継続することについて誓約し、これにより当該再生手続開始申立等
小規模企業者の事業再建が促進される見込みであると商工調停士が推薦するもの。

資金使途

担　保　等

運転資金経営の維持及び安定のために緊急に必要な運転資金

融資期間
１０年以内
（うち据置１年以内）

１０年以内
（うち据置２年以内）

１０年以内
（うち据置１年以内）

融資利率

返済方法

融資限度額 ２,５００万円 ５,０００万円 ５００万円



市町村長の認定書・セーフティネット保証６号認定書（P.25）

（３）融資の流れ

◎特定中小企業者、破綻金融機関関連中小企業者の場合
※再生支援中小企業の場合は「中小企業再生支援協議会長」の証明書が必要です。

詳しくは大分県商工会連合会にお問い合せ下さい。

◎再建中小企業者，特定取引中小企業者の場合
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商工調停士の推薦書（P.26～27）

中小企業再生支援協議会長の証明書（P.28）

商工調停士の推薦書（P.29～30）⑤特定取引中小企業者

市町村長の認定書（P.24）
国指定の場合はセーフティネット保証１号認定書でも可

融資対象者①、②、④は指定金融機関、商工会議所、商工会
融資対象者③、⑤は経営安定特別相談室（大分商工会議所及び大分県商工会連合会内に
設置）

大分銀行、豊和銀行、大分信用金庫、大分みらい信用金庫、日田信用金庫、
大分県信用組合、商工中金、北九州銀行、伊予銀行
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（商工調停士の推薦書添付）


